
諸外国への農産物のお土産としての

持ち帰りに必要な植物検疫手続

平 成 ２ ７ 年 ４ 月
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輸出検査

諸外国に農産物を手荷物で持ち出す場合の流れ
（輸出検査のみで持ち出しができるもの）

渡航先国の検疫条件の確
認

（お近くの植物防疫所へ
事前にお問合せ下さい）

植物検疫証明書

輸出検査申請書
全国の海空港にある植物防疫所、
主要空港の輸出植物検疫カウン
ター（成田、羽田、関西、福岡）で
行っています
（代理の方でも可能です）

輸出検査申請書の記入

（輸出検査に合格した場合）

植物検疫証明書の発行

税関手続

搭乗手続

出国審査

搭乗 3-1



（参考）輸出検査申請書（植物等輸出検査申請書）について
・様式は植物防疫所ホームページからダウンロードすることができます。
http://www.maff.go.jp/pps/j/law/form/form07.html

・事前に記入しておくと輸出検査がスムーズです。記入にあたりご不明な点は植物
防疫所にお問合せ下さい。
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（参考） 輸出検査の相談について

植物防疫所の所在地一覧

秋田

函館

弘前

室蘭・苫小牧

釧路

札幌支所

小樽

本 所（ ５所）

支 所（１６所）

出張所（４５所）

【植物防疫所 輸出検疫担当】

○横浜植物防疫所

【本省】

消費・安全局 植物防疫課輸出業務班

TEL: 03-3502-5978 FAX: 03-3502-3386
〒100-8950 東京都千代田区霞が関１丁目２番１号

（消費・安全局ホームページ：
http://www.maff.go.jp/j/syouan/index.html）新千歳

嘉手納

横浜植物防疫所

平良

石垣

那覇空港

長崎

福岡支所

福岡空港

伊万里

志布志
鹿児島空港

八代

鹿児島支所

名瀬支所

神戸植物防疫所

大分

細島 坂出支所

小松島

高知

門司植物防疫所

浜田

岩国

尾道

下関

境港

広島支所

松山

水島

姫路

関西空港支所

大阪支所

和歌山

中部空港支所

四日市

南部

豊橋

名古屋植物防疫所

直江津

新潟支所

伏木富山支所

清水支所

羽田空港支所

東京支所

川崎

千葉

鹿島

那覇植物防疫事務所

石巻

小名浜

塩釜支所

宮古

八戸

酒田

秋田

敦賀

金沢

成田支所

舞鶴

○横浜植物防疫所
〒231-0003 横浜市中区北仲通5-57
TEL： 045-211-7155 /FAX: 045-211-2171

○名古屋植物防疫所
〒455-0032 名古屋市港区入船2-3-12
TEL： 052-651-0114 /FAX: 052-651-0115

○神戸植物防疫所
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1-1
TEL： 078-331-2384 /FAX: 078-391-1757

○門司植物防疫所
〒801-0841 北九州市門司区西海岸1-3-10
TEL： 093-321-2809 /FAX: 093-321-0481

○那覇植物防疫事務所
〒900-0001 那覇市港町2-11-1
TEL: 098-868-1679 /FAX: 098-861-5500

（植物防疫所ホームページ：http://www.maff.go.jp/pps/）平成２７年４月現在
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○ 訪日外国人の増加、免税制度の改正（食料品が免税対象に追加）等により、訪日旅行客による農産物の持ち帰りニーズは増加。
○ しかしながら、以下の植物検疫上の問題を理由に、お土産販売の取組は進んでいない状況。

訪日外国人によるお土産としての農産物の持ち帰りの促進に向けた対応

（訪日外国人の声）
・ 何を持ち帰れるかわからない
・ どこで輸出検査を受ければよいかわからない
・ 検査を受ける時間がなく、面倒 等

（青果物販売店等の声）
・ スムーズに受検できる確立した仕組みを示してほしい
・ どの国のどのような農産物が持出せるかわからない
・ 受検かかる利便性の向上を図ってほしい 等

対応

現状

検疫受検体制確立のための実証事業

検疫上の問題を乗り越え、先駆的にお土産販売
に取り組む販売事業者への支援

植物防疫所の体制等の整備

空港内に新たな輸出検疫カウンター

・訪日旅行者による国産農産物の
お土産としての持ち帰りが拡大

効果
国産農産物の魅力が広く海外に発信、これを通じた輸出
の促進
百貨店や道の駅等での外国人向けの農畜産物販売が促
進され、地域が活性化（地域創生） 7

に取り組む販売事業者への支援
【お土産農産物植物検疫受検円滑化支援事業】

（１５百万円（２７年度））

（具体的な支援の内容）
・お土産販売促進のための検討会、調査の実施
・お土産販売促進のための簡易な設備等の整備

お土産に対応した植物検疫の受検方法・体制の確立、共有化

空港内に新たな輸出検疫カウンター
の新設による利便性の向上

（２７年度は羽田、成田、関空、福岡）

輸出検疫に関する外国人旅行者向け
パンフレットの作成等広報活動の強化
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空港に新た 輸出検疫に関

＜現状＞
・免税制度の改正（食料品が免税対象に追加）により、青果物販売店等が訪日旅行客に
対する農産物のお土産販売に関心。
・しかしながら、植物検疫上の問題を理由に、お土産販売の取組は進んでいない。

植物防疫所の体制等の整備

お土産に対

おみやげ農産物植物検疫受検円滑化支援事業

＜※青果物販売店等の声＞
・輸出検査手続きを実際の商流の中にどのように
組み込んでいけば良いのか分からない。
・植物検疫の受検ルールが確立されていない中
で、先行して取り組むことはリスクが大きい
・実際に輸出検査が円滑に実施できるのか、鮮度
が保持されるのか不安。
・道の駅で外国人ツアー客に対し地域特産品を売
りたいが、植物検疫がネックとなり販売できない。
等（具体的な支援の内容）

・青果物販売業者、市場関係者、旅行業者等関係者との連携の下、効率
的な輸出検査の受検方法・体制の検討（植物防疫所もオブザーバーとし
て参画）
・上記検討に必要な調査等の実施（鮮度保持に関する調査等）

・訪日旅行者に対する検疫条件を記載した販促用パンフレットの作成・配
布、アンケート調査の実施

現
状
を
打
破
し
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ

検疫上の問題を乗り越え、先駆的にお土産販売に取り組む販売事業
者への支援の実施

空港に新た
な輸出検
査カウン
ターの設置

お土産販売の成功事例の創出
お土産販売に対応した植物検疫の受検方法・体制の確
立、共有化

・国産農産物のお土産販売の取組が他の事業者にも拡大（波及効果）
・訪日旅行者による国産農産物のお土産としての持ち帰りが拡大

輸出検疫に関
する旅行者向
けパンフレット
の作成・配布

お土産に対
する検査手
続き等の改
善

布、アンケート調査の実施

・お土産販売促進のための簡易な設備等の整備（空港（成田、新千歳、
福岡）における農産物受け渡しブースの借上げ、鮮度保持のための保冷
庫等） 等
※青果物販売業者、百貨店、道の駅等での販売（手荷物としての持ち帰りの他、宅配も
検討）に対する支援を想定

の
ス
テ
ッ
プ
へ
！

事業で整理された植物検疫上の課
題を植物検疫手続き等の改善に
反映

その他の期待される効果 ○ 国産農産物の魅力が広く海外に発信、
これを通じた輸出の促進

○ 道の駅等での外国人向けの農産物販売
が促進され、地域が活性化（地域創生）
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おみやげ農産物植物検疫受検円滑化支援事業のイメージ（フロー図）

青果物販売業者、
百貨店、道の駅等

市場
輸出検査

輸出検査民間団体
（青果物販売業
者、百貨店、旅行
業者等が組織す

検疫条件を記載した
販促パンフレットの

作成・配布

農産物受渡し
ブース、保冷

庫の設置

青果物の輸送

（青果物の販売）

訪日旅行者へア
ンケート調査の

発注

国産農産物をお土産として海外へ持ち帰り

空港

る協議会）

○検討会の開催
○検討に必要な

調査の実施

庫の設置

手荷物の持帰り国際宅配便

青果物の輸送

輸出検査

手荷物の持帰り

訪日旅行者向
け販売ブース

を設置

（青果物の販売）

鮮度保持調査の
実施

訪日旅行者へア
ンケート調査の

実施

ンケート調査の
実施

（青果物の受渡し）
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